
『
監
郡
右
置
』
と
『
執
睨
録
』

　
　
　
‐
－
’
近
世
地
方
村
落
支
配
者
の
政
治
志
向
―
・

　
　
　
　
　
　
　
一
、
識
者
の
豊
国
観

　
江
戸
期
の
筑
前
を
代
表
す
る
本
草
学
者
で
あ
っ
た
貝
原
益
軒
が
、
元
禄
七
年
に
東
九

州
地
方
を
旅
行
し
た
析
の
紀
行
記
が
、
ぃ
わ
ゆ
る
『
豊
国
紀
行
づ
で
あ
る
。

　
益
軒
は
こ
の
旅
行
の
途
次
、
今
日
の
大
分
県
高
田
市
に
一
泊
し
、
そ
こ
で
豊
後
国
東

地
方
の
見
聞
に
つ
い
て
記
し
て
ぃ
る
が
、
そ
の
表
現
は
、
当
地
方
の
僻
地
性
を
如
実
に

表
現
し
て
い
る
。

　
高
田
よ
り
北
の
方
、
六
里
ば
か
り
行
け
ば
、
富
来
に
至
る
。
富
来
の
東
三
里
に
安

岐
あ
り
。
安
岐
よ
り
東
南
に
水
行
あ
り
。
兼
て
は
富
来
・
安
岐
を
も
見
ん
と
思
ひ
し

か
ど
も
、
高
田
よ
り
富
来
の
間
、
路
け
は
し
、
且
、
其
の
か
た
は
、
常
人
の
行
交
ふ

事
ま
れ
な
れ
ば
、
万
に
つ
け
て
佗
し
き
由
聞
し
か
ば
、
老
の
身
の
行
な
や
み
な
ん
も

心
く
る
し
か
る
べ
し
と
止
み
ぬ

と
述
べ
、
国
東
半
島
内
の
陸
上
交
通
の
至
難
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
か
ら
約
一
世
紀
を
経
た
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
、
備
中
の
国
の
蘭
学
者
で

あ
り
、
地
理
学
者
で
も
あ
っ
た
古
川
古
松
軒
（
享
保
十
一
～
文
化
四
）
も
、
東
九
州
地

方
を
巡
遊
し
て
い
る
が
、
こ
の
析
の
紀
行
記
が
「
西
遊
雑
記
づ
で
あ
る
。

　
彼
は
単
な
る
浮
遊
の
徒
で
は
な
く
、
例
え
ば
幕
府
の
今
に
よ
っ
て
『
武
蔵
五
郡
の
図
』

や
「
四
神
地
名
録
」
を
著
す
る
な
ど
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
地
理
学
舎
刊
行
に
も
干
与

し
て
お
り
、
天
明
八
年
の
『
東
遊
雑
記
』
は
、
幕
府
巡
見
使
の
随
員
と
し
て
参
加
し
た

後
　
　
　
藤

重
　
　
　
巳

際
の
紀
行
記
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
見
識
の
程
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
見
識
眼
の
古
松
軒
の
見
た
豊
前
豊
後
地
方
に
関
す
る
表
現
を
し
ば
ら
く
見

　
豊
前
国
は
海
辺
に
よ
る
ほ
ど
、
風
土
は
よ
く
し
て
、
西
南
は
山
連
々
と
し
て
あ
し

く
、
九
州
の
う
ち
に
て
は
上
国
と
い
へ
ど
も
、
中
国
筋
に
く
ら
べ
見
れ
ば
、
人
物
言

語
劣
り
て
、
諸
品
も
自
由
と
は
い
ひ
難
し
。
―
中
略
―
宇
佐
八
幡
へ
は
、
四
日
市
よ

り
一
里
余
、
道
は
ひ
ろ
び
ろ
と
せ
し
よ
き
街
道
な
が
ら
、
辺
鄙
な
れ
ば
休
む
べ
き
茶

店
も
な
く
、
淋
し
き
道
な
り
。
さ
て
宇
佐
ハ
幡
宮
は
世
に
知
る
旧
地
、
定
て
よ
ろ
し

き
所
な
ら
ん
と
思
ひ
し
に
、
此
地
も
案
外
の
僻
地
に
て
、
御
社
の
有
る
土
地
、
謹
所

の
ひ
ら
地
に
て
、
風
景
さ
ら
に
な
く
、
面
白
か
ら
ぬ
所
な
り
。
－
下
略
－

と
述
べ
、
豊
後
に
対
す
る
観
察
は
更
に
酷
評
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
豊
後
国
は
豊
前
よ
り
大
国
と
云
得
共
、
風
土
は
劣
り
て
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
在
中
に

入
り
て
は
、
豪
家
と
お
ぼ
し
き
百
姓
一
家
も
な
く
、
白
壁
な
る
土
蔵
な
ど
は
遠
見
せ

し
事
も
な
し
。
柿
の
木
・
橘
・
き
ん
か
ん
・
ゆ
ず
な
ど
も
見
か
け
ず
。
人
物
言
語
も

中
国
筋
と
は
、
甚
劣
し
事
に
て
、
在
中
山
分
に
入
り
て
は
、
草
履
わ
ら
ぢ
も
は
か
ず

し
て
、
外
よ
り
帰
り
て
も
、
洗
ふ
と
い
ふ
事
も
な
く
し
て
、
其
ま
ま
床
の
上
に
あ
が

る
こ
と
な
り
。
食
物
界
も
米
を
喰
ふ
事
な
く
、
粟
の
飯
を
以
て
上
食
と
し
、
寺
院
里

７



正
に
て
も
、
平
生
の
食
事
は
粟
に
し
て
、
五
節
句
な
ど
に
米
の
飯
を
食
す
事
な
り
。

是
等
の
事
を
以
て
、
万
事
の
風
俗
を
察
し
て
知
る
べ
し
。
周
防
長
門
よ
り
、
豊
後
・

日
向
・
大
隅
な
ど
へ
、
商
人
の
入
来
る
所
に
て
、
此
者
ど
も
旅
宿
に
て
会
せ
し
時
は
、

「
最
早
日
本
の
地
へ
か
へ
ら
ん
」
と
、
互
に
た
わ
む
れ
て
笑
ふ
と
い
へ
り
。

　
以
上
や
や
冗
長
な
引
用
に
な
っ
た
が
、
他
国
か
ら
の
旅
行
者
と
は
い
え
、
両
者
共
に

彼
ら
の
眼
に
映
じ
た
豊
国
観
は
決
し
て
「
豊
国
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
情
が
二
豊
万
端
を
総
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
例

え
ば
右
の
古
松
軒
も
、

　
　
「
し
か
れ
ど
も
、
花
は
よ
し
の
（
吉
野
）
、
人
は
武
士
に
て
、
城
下
々
々
は
人
物
言
語

も
い
や
し
か
ら
ず
、
中
国
筋
に
か
は
り
し
事
も
な
き
な
り
。
」

と
述
べ
、

　
　
「
此
日
、
小
倉
の
浪
士
矢
野
通
義
と
言
医
師
に
会
し
て
、
北
辺
の
風
俗
を
聞
し
事
な

　
り
。
ｊ
中
略
－
、
山
本
村
と
い
ふ
に
、
三
浦
安
貞
と
称
す
る
天
文
学
者
有
る
よ
し
。

　
此
人
は
阿
蘭
人
に
学
て
、
天
文
道
に
は
委
し
き
人
と
物
語
り
き
。
予
天
文
の
み
ち
に

　
う
と
く
、
且
、
今
さ
ら
学
ぶ
べ
き
志
し
も
な
く
て
、
尋
ず
」

と
記
し
て
、
町
・
在
の
北
較
を
し
、
城
下
と
在
中
の
格
差
に
つ
い
て
観
察
し
て
い
る
。

　
確
か
に
「
都
市
」
と
「
農
村
」
、
「
町
」
と
「
在
」
と
の
落
差
比
の
大
き
さ
こ
そ
、
前

近
代
性
の
特
質
で
あ
る
。

　
さ
て
、
両
者
の
通
過
し
た
街
道
が
、
俗
称
さ
れ
る
「
豊
前
街
道
」
で
あ
っ
た
訳
で
あ

る
が
、
こ
の
豊
前
か
ら
豊
後
国
東
半
島
を
迂
廻
す
る
海
岸
線
は
、
近
世
期
に
は
陸
路
以

上
に
か
な
り
盛
ん
な
海
上
の
生
路
で
あ
っ
た
。

　
正
徳
年
間
（
一
七
一
一
～
一
七
一
五
）
に
、
長
崎
奉
行
の
要
職
に
あ
っ
た
大
岡
備
前

守
の
編
纂
に
か
か
る
［
崎
陽
群
談
］

Ｊ
第
十
巻
に
よ
る
と
、
当
期
、
長
崎
よ
り
、
豊
前
南

部
や
、
豊
後
全
国
に
至
る
海
上
路
は
、
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
中
津
へ
の
海
上
略
は
、
長
崎
を
出
て
、
牛
首
　
　
　
・
呼
子
（
佐
賀
県
）
　
・
山
鹿
崎

　
（
福
岡
県
）
か
ら
下
関
に
入
り
、
田
浦
・
青
浜
・
恒
見
を
経
て
、
刈
田
浦
（
行
橋
市
）

に
至
り
、
杏
尾
波
・
椎
田
浦
・
八
尾
浦
を
経
て
中
津
に
至
る
コ
ー
ス
で
あ
る
。

　
更
に
海
路
で
南
下
す
る
場
合
は
、
国
東
半
島
の
竹
田
津
波
・
み
の
崎
（
杵
築
市
）
を

経
て
、
府
内
へ
、
府
内
か
ら
三
佐
に
至
り
、
大
野
川
を
朔
行
し
て
竹
田
へ
、
ま
た
更
に

南
下
し
て
三
佐
か
ら
佐
賀
関
を
経
て
臼
杵
に
入
っ
た
。

　
こ
う
し
た
史
料
か
ら
見
て
来
る
と
、
佐
伯
・
臼
杵
・
佐
賀
関
浦
・
三
佐
・
府
内
・
日

出
・
み
の
崎
・
守
江
・
深
江
　
竹
田
津
・
芝
崎
（
高
田
）
　
・
長
州
・
中
津
・
刈
田
浦
・

ハ
尾
浦
な
ど
、
東
九
州
海
岸
部
の
諸
入
江
が
、
長
崎
を
基
点
と
す
る
東
九
州
沿
岸
の
重

要
海
路
の
拠
点
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
。
ま
た
宇
佐
郡
駅
館
川
の
中
須
賀
港
（
天
領
港
）

は
幕
府
直
轄
港
と
し
て
、
更
に
は
、
長
洲
港
も
島
原
藩
の
瀬
戸
内
登
為
港
と
し
て
機
能

し
て
お
り
、
内
陸
部
の
小
農
村
の
農
村
機
構
は
と
も
角
と
し
て
も
、
比
較
的
先
進
的
な

社
会
・
文
化
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
こ
う
し
た
地
域
の
一
所
に
拠
点
を
置
く
竹
田
津
氏
一
族
に
焦
点
を
集
め
て
、
村
支
配

者
の
志
向
の
一
端
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
勿
論
、
史
料
的
制
約
は
大
き
い
。

　
こ
こ
で
は
、
竹
田
津
氏
一
族
小
串
氏
と
本
多
氏
と
の
例
に
視
点
を
置
い
た
が
、
こ
の

両
者
に
介
在
し
た
の
が
杵
築
在
の
島
氏
で
あ
っ
た
。

　
小
串
後
段
の
『
監
郡
右
置
』
と
、
本
多
氏
の
「
執
睨
録
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
共

通
し
た
趣
旨
の
も
と
に
筆
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
旅
行
者
的
な
他
国
の
者
の
目
に
映
じ
た
二
豊
農
村
の
末
端
舞
台
は
、
確
か
に
、
先
記

両
者
の
記
述
し
た
状
態
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
農
村
支
配
者
の
施
政
意
識
と
そ
の
動
向
は
、
さ
し
て
中
央
と
の
落
差
を
認

め
得
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
等
に
高
揚
的
で
あ
っ
た
も
の
と
の
想
定
の
一
端
に

触
れ
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
本
小
橋
の
目
的
が
あ
る
。
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因

９

木

　
　
　
　
　
　
　
ニ
、
『
監
郡
右
置
』
と
小
串
氏

　
　
　
『
監
郡
右
置
』
の
著
者
は
、
小
串
後
政
で
あ
る
。
小
串
氏
は
、
近
世
期
を
通
し
て
、

豊
後
国
東
郡
一
帯
に
勢
力
を
持
ち
続
け
た
竹
田
津
氏
一
族
で
あ
り
、
比
較
的
著
名
な
学

者
を
輩
出
し
て
い
る
。

　
　
「
小
串
氏
系
図
一
ｗ
に
よ
る
と
、
後
段
に
関
連
す
る
家
系
部
分
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

大
蔵
政
俊

小
串
氏
系
圖

　
　
小
串
輿
三
兵
衛
忠
政
養
子

門
内

世
譜
本
系
二
詳
也
寛
政
元
年
酉
三
月
十
八
日
卒

重
威

田

一
男

寛
政
元
年
家
督
歴
任
　
親
貞
公
親
賢
公
親
明
公
三
世
始
為
小
姓
次
為
近
習
亦

至
物
頭
老
後
経
馬
廻
文
化
七
年
庚
午
致
仕

女
子
養
子
重
織
妻

女
子
為
哨
兵
右
衛
門
義
居
養
女
嫁
後
藤
駒
次
郎
壮
逝
無
児
　
焉
鴉
昏
鴛

女
子
焉
竹
田
津
左
助
重
任
養
女
嫁
平
井
庄
三
郎
壮
逝
無
児

女
子
養
子
勘
四
郎
妻

女
子
嫁
野
々
村
勝
左
衛
門
正
久

厚
　
　
小
串
兆
之
助
　
賓
哨
弥
一
郎
永
胤
養
弟

　
　
始
鴉
養
子
奉
仕
　
親
賢
公
鴉
小
姓
壮
逝

変
　
　
小
串
勘
四
郎
　
責
中
川
俣
家
士
野
中
武
兵
衛
幸
昆
二
男

’
１
政
妻
養
父
重
織
女

錫
養
子
文
化
七
年
午
正
月
家
督
以
馬
廻
奉
仕
　
親
明
公

（
誤
書
小
串
助
右
衛
門
政
俊
撰
ス
、
文
致
丁
亥
竹
田
津
鬼
太

夫
某
庶
需
貸
遺
之
、
焉
寫
置
者
也
」

財
津
氏
系
圖

大
蔵
忠
行

　
　
忠
直
云

政
幸

　
　
　
　
元
縁
十
六
年
未
六
月
廿
八
日
卒
彼
智
饗
恵
林
大
姉
葬
竹
田
津
浦
江

　
　
　
　
頭
納
牌
於
円
浄
寺

財
津
権
左
衛
門
政
方
四
男
青
童
而
遊
干
肥
後
國
後
還
住
竹
田
津
林
不
仕
而
終

天
命
享
保
十
九
年
七
月
十
一
日
卒
彼
徳
饗
宗
鎖
居
士
葬
江
頭
納
牌
於
円
浄
寺

　
　
小
串
輿
三
兵
衛

忠
政

　
　
焉
小
串
善
兵
衛
養
子
嗣
職
鴉
二
子
組
大
庄
屋

‥
新
兵
衛
　
始
和
左
衛
門

一
原
不
白
一
房
　
　
吉
M
a
　
ヽ
～

享
保
十
五
年
十
二
月
十
三
日
卒
彼
円
解
智
融
大
姉
葬
於
二
子
沓

掛
村
納
牌
於
円
浄
寺

母
者
橋
本
氏
　
政
幸
始
住
于
竹
田
津
之
林
後
移
居
于
沓
掛
村
　
　
忠
政
同
邑

對
馬
守
親
盈
公
召
而
加
御
伽
衆
以
郷
士
終

安
永
五
年
中
六
月
二
日
卒
彼
湧
資
如
泉
居
士
葬
干
沓
掛
村
長
幅
寺
納
牌
于
円

浄
寺

室
甲
原
氏
亡
後
娶
溝
部
喜
兵
衛
某
女
有
故
離
別
時
懐
婚
後
生
女
子
長
嫁
于
土

居
荘
蔵
古
市
浦
商
家
如
泉
没
後
初
血
ハ
姉
曾
面

亦
娶
ハ
阪
組
大
庄
屋
島
輿
兵
衛
勝
任
養
妹
賓
久
留
嶋
侯
家
士
望
月
氏
女

　
望
月
氏
寛
政
六
年
寅
四
月
七
日
卒
葬
于
長
編
寺



［
女
子
嫁
小
串
輿
三
兵
衛
忠
政
養
子
小
串
政
俊

　
　
　
兄
弟
相
議
合
二
家
政
幸
所
博
之
武
器
雑
具
附
脳
政
俊
二
世
而
家
断

　
紙
数
の
関
係
上
、
小
串
氏
関
係
の
み
を
示
し
た
が
、
竹
田
津
氏
一
族
の
分
化
は
各
地

の
入
江
都
に
拠
し
て
浦
庄
屋
や
商
家
を
営
む
も
の
が
多
く
、
ま
た
諸
候
や
豪
士
と
の
関

連
が
多
い
。
（
補
註
）

　
小
串
氏
の
宗
族
た
る
竹
田
淳
氏
は
、
日
田
大
蔵
氏
の
後
裔
と
言
わ
れ
、
（
大
分
県
史

料
・
第
十
巻
解
題
）
、
小
串
姓
の
始
祖
は
、
小
串
越
後
と
言
い
、
近
世
初
期
に
そ
の
始

姓
が
あ
る
ら
し
い
。

　
こ
の
竹
田
淳
良
一
族
に
財
津
氏
が
あ
っ
た
が
、
財
津
（
大
蔵
）
忠
行
（
元
禄
十
六
年

卒
）
の
長
子
は
無
子
な
る
に
よ
っ
て
、
そ
の
弟
、
政
幸
の
娘
を
養
女
と
し
、
こ
れ
に
迎

え
た
養
子
が
、
先
の
系
図
に
示
し
た
政
俊
で
あ
っ
た
。

　
小
串
氏
は
、
嫡
庶
の
分
派
に
よ
っ
て
、
数
系
に
別
れ
て
い
る
が
、
当
氏
に
は
、
こ
の

政
俊
の
次
代
を
継
い
だ
小
串
重
威
を
は
じ
め
、
別
系
に
は
、
小
串
泰
庵
、
小
串
玄
節
な

ど
の
学
者
や
医
者
が
輩
出
し
て
お
り
、
な
か
で
も
重
威
は
、
『
豊
後
姫
島
考
作
を
著
し

た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
小
串
秦
庵
は
、
豊
前
宇
佐
郡
出
身
の
幕
末
の
本
草
学
者
で
あ
る

賀
来
飛
霞
が
、
日
向
国
高
千
穂
地
方
へ
の
採
薬
旅
行
に
干
与
し
た
人
匹
で
あ
り
、
本
草

学
に
通
じ
た
医
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
　
「
庚
子
詩
稿
宍
な
る
詩
稿
本
に
よ
る
と
、
こ
の
著
者
は
（
作
詩
者
）
は
、
小
串
春
斉

で
あ
る
が
、
春
斉
は
そ
の
詩
中
に
、
「
宿
御
舟
駅
」
・
「
東
肥
途
中
」
・
「
舟
到
鴫
原

城
」
・
「
崎
陽
竹
枝
三
首
」
な
ど
題
し
た
詩
が
散
見
し
、
長
崎
・
島
原
・
肥
後
方
面
を

紀
行
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
「
庚
子
詩
稿
」
と
併
存
す
る
『
辛
丑
詩
稿
作
の
筆
者
は
、
小
串
奉
安
な
る
人
物

で
あ
り
、
彼
は
、
先
記
し
た
小
串
泰
庵
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

　
竹
田
津
氏
一
族
の
諸
系
図
を
編
纂
し
た
人
物
は
、
小
串
政
俊
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し

た
家
系
を
継
い
だ
俊
政
は
、
小
串
家
に
似
つ
か
わ
し
い
学
識
者
で
あ
っ
た
訳
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

彼
の
手
で
な
っ
た
の
が
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
『
監
郡
右
置
』
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
横
十
八
セ
ン
チ
・
縦
十
五
セ
ン
チ
、
表
紙
と
も
合
計
六
十
四
葉
の
小
冊
子

で
あ
る
。

　
内
容
は
二
部
（
上
・
中
）
謬
ら
な
り
、
各
部
の
表
紙
部
分
に
、

　
監
郡
右
置
　
上

　
監
郡
右
置
　
中

と
記
め
て
い
る
。

　
最
末
尾
に
は
、

草
案
小
串
後
攻
記

草
案
小
串
後
攻
記

禁
他
見

禁
他
見

今
宵
だ
に
　
我
身
の
う
へ
は
　
志
ら
ぬ
ひ
の

　
　
か
き
つ
く
し
か
た
　
あ
は
れ
と
も
見
よ
。

鬼
と
な
り
、
神
と
な
り
て
も
君
な
が
く

　
　
民
久
し
く
と
　
思
ふ
余
り
に

と
言
う
二
首
の
短
歌
を
記
め
て
あ
り
、
同
歌
の
作
は
後
段
本
人
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。

　
以
下
、
同
書
の
内
容
構
成
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
『
監
郡
右
置
』
上
之
部
は
「
年
中
行
事
之
部
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
年
中
行
事
之
部
」
は
、
正
月
元
日
の
御
礼
刻
限
規
程
に
始
ま
り
、
十
二
月
廿
六
日

の
「
役
所
仕
廻
」
（
御
用
納
）
に
関
す
る
規
程
を
記
し
、
三
十
日
の
、
翌
年
年
頭
御
礼

の
孝
不
孝
者
調
査
に
至
る
ま
で
の
、
年
間
の
諸
事
項
に
つ
い
て
列
記
す
る
。

　
今
少
し
く
、
そ
の
内
容
を
見
よ
う
。

　
正
月
三
ケ
日
間
は
、
年
頭
御
祝
儀
に
関
す
る
規
式
の
詳
細
な
記
録
で
始
終
す
る
。

　
十
日
は
、
池
川
普
請
願
の
日
限
で
あ
り
、
翌
十
一
｝
日
迄
に
願
書
の
提
出
な
い
場
合
は
、

当
年
中
の
普
請
は
延
引
す
る
旨
を
、
徹
底
さ
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。

　
十
日
迄
は
、
諸
役
所
は
年
始
休
み
。
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十
一
日
は
、
吉
例
の
枡
掻
行
事
。
報
告
を
必
要
と
す
る
。

　
十
二
日
か
ら
は
、
池
川
見
分
と
し
て
、
代
官
出
郷
。

　
廿
日
頃
か
ら
、
宗
門
改
め
に
関
す
る
記
事
が
集
中
す
る
。

　
二
月
に
入
り
、
田
畑
種
子
物
拝
借
復
文
を
二
月
中
に
郷
方
よ
り
提
出
す
べ
き
旨
申
触
。

　
二
月
廿
五
日
、
春
免
積
帳
を
勘
定
所
に
提
出
。

　
三
月
廿
日
か
ら
廿
五
日
の
間
に
、
菜
種
子
作
高
届
出
、
月
末
に
麦
反
別
帳
差
上
。

　
五
月
に
入
り
、
田
方
根
付
届
出
を
は
じ
め
、
六
月
は
根
付
目
録
差
出
、
検
見
方
出
郷

　
誓
詞
提
出
。

　
七
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
迄
は
、
役
所
盆
休
み
。

　
九
月
に
入
り
、
中
田
検
見
手
続
。

　
十
月
五
日
限
、
「
物
成
帳
」
外
諸
帳
面
差
出
期
日
。

　
十
一
月
に
は
、
皆
済
目
録
手
続
。

　
十
五
日
限
、
小
物
成
帳
差
上
。

　
十
二
月
に
入
り
、

　
　
当
月
廿
六
日
役
所
仕
廻
二
付
、
上
旬
よ
り
心
懸
ケ
「
欠
」
　
二
万
事
仕
寄
引
候
様
、

　
　
御
代
宮
井
役
人
卜
兼
て
被
及
沙
汰
置
候
事
。

と
見
え
て
、
当
年
中
の
他
所
縁
組
者
を
は
じ
め
、
「
入
帳
」
「
帳
外
」
の
調
査
を
命
じ
、
年
始

の
門
松
に
関
す
る
手
続
等
を
記
す
。
こ
こ
で
は
例
え
ば
、

　
　
例
年
門
松
、
廿
日
よ
り
伐
出
申
付
候
二
付
、
前
夜
よ
り
役
人
二
届
、
下
横
目
出
郷
、

　
　
出
夫
八
坂
安
岐
小
原
両
子
　
手
永
よ
り
隔
年
に
出
候
例
二
候

な
ど
記
す
。

　
十
二
月
三
十
日
の
項
で
は
、

　
一
、
大
　
三
十
日
、
支
配
下
御
徒
士
格
以
下
、
御
年
頭
罷
出
候
も
の
共
、
面
附
井
不
参

　
　
面
附
、
夕
七
時
迄
取
調
、
御
徒
士
以
上
之
参
不
参
は
御
目
付
へ
申
達
候
、
元
日
揃

　
　
刻
限
、
御
在
城
（
年
）
六
半
時
、
御
留
守
（
年
）
五
ツ
時
揃
二
候
得
共
－
下
略
ｊ

と
述
べ
、
翌
年
頭
祝
儀
に
出
頭
す
る
者
の
面
付
を
調
査
、
刻
限
を
徹
底
す
る
な
ど
を
記

録
す
る
。

　
以
上
の
「
十
二
ケ
月
之
部
」
に
続
け
て
、
「
中
」
の
巻
で
は

　
一
、
不
時
取
計
心
得
之
部

と
し
て

　
吟
味
仕
方

　
変
死
・
行
倒
・
浮
物
、

　
刊
罪
、

　
牢
舎
・
揚
屋
人
・
種
子
蔵
・
預
け
手
錠
、

　
火
事
、

　
願
筋
、
伺
、
寄
合
、
商
売
方
、

　
公
儀
御
役
人
取
扱
、

　
高
札
・
境
杭
・
榜
示
杭
・
野
荒
杭
、

　
郡
代
出
役
、

　
御
舟
波
方
取
捌
、

　
渡
舟
、

　
御
願
蔵
、
惣
領
、

　
御
林
邦
材
木
、

　
御
社
、

　
別
郷
中
諸
納
物
、

　
御
法
事
、

　
他
所
懸
合
、

　
御
借
財
、
才
覚
銀
心
得
、

の
以
上
、
十
八
項
目
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
右
十
八
項
目
は
、
「
不
時
取
計
心
得
」
と
あ
る
ご
と
く
、
恒
例
の
「
年
中
行
事
」
に

対
し
て
、
臨
時
・
突
発
的
な
事
務
処
理
に
対
す
る
心
得
書
き
で
あ
り
、
第
一
項
の
「
吟

味
（
者
）
仕
方
」
な
ど
を
見
る
に
、
極
め
て
詳
細
な
作
法
な
ど
を
列
記
す
る
。

11



　
全
文
を
引
用
す
る
に
は
、
当
項
は
や
や
長
文
す
ぎ
る
故
、
第
二
項
の
「
変
死
・
行
倒

浮
物
」
の
項
を
参
考
に
全
覧
す
る
。

　
　
　
　
「
変
死
・
浮
も
の
改
・
病
死
改
工
安
死
・
横
死
之
部
」

一
、
変
死
・
横
死
届
出
候
ヘ
ハ
、
御
家
老
衆
へ
相
違
検
使
下
横
日
∵
御
郡
所
役
人
・
郷

　
足
軽
差
出
、
親
類
・
五
人
組
合
。
其
外
懸
り
合
之
者
取
調
、
書
付
取
之
、
尤
、
夫

　
夫
庄
屋
奥
印
形
也
、
右
怪
敷
無
之
候
へ
は
、
取
片
付
申
付
候
様
ニ
と
可
申
渡
旨

　
「
欠
」
前
、
年
寄
衆
へ
伺
置
差
図
之
事
、

一
、
引
メ
之
上
、
右
書
付
年
寄
衆
二
差
出
之
事
、

　
　
但
、
他
所
者
二
観
ヘ
ハ
、
其
先
元
へ
懸
合
二
相
成
候
事
故
、
書
付
文
面
二
Ｉ
人

　
　
吟
味
致
候
様
申
聞
候
事
、

一
、
他
所
者
二
観
ヘ
ハ
、
死
骸
片
付
方
、
別
て
相
伺
候
事
、

一
、
生
所
相
分
候
ヘ
ハ
、
懸
合
之
上
、
死
骸
片
付
観
「
欠
」
近
キ
ハ
桶
に
納
番
人
、
遠

　
方
ハ
仮
埋
之
事
、

一
、
他
所
者
二
て
も
、
可
相
成
ハ
内
済
之
懸
合
二
申
付
来
候
事
、

　
　
但
、
横
死
ハ
別
て
念
大
観
事
、

　
　
「
行
倒
・
浮
物
之
部
」
附
他
所
先
病
死

一
、
他
所
者
病
死
非
行
倒
も
の
有
之
候
ヘ
ハ
、
右
同
様
出
役
、
書
付
も
同
断
二
候
、
捨

　
往
来
二
候
ヘ
ハ
、
其
外
二
仮
埋
メ
申
付
、
所
持
之
品
村
役
人
預
ケ
置
、
半
年
相
立

　
寺
へ
遺
之
、
供
養
い
た
し
可
遺
旨
差
図
之
事
、

一
、
一
ト
通
之
往
来
澄
文
二
候
ヘ
ハ
、
此
方
御
郡
奉
行
よ
り
先
元
御
郡
奉
行
へ
懸
合
、

　
国
元
返
子
候
之
上
、
所
持
之
品
等
片
付
方
申
渡
候
、
尤
、
夫
々
年
寄
衆
へ
伺
之
事
、

　
　
　
（
下
略
）

右
は
、
年
中
行
事
的
な
諸
務
外
の
臨
時
実
務
処
理
に
関
す
る
具
体
的
処
理
規
程
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
不
時
取
計
心
得
」
の
十
八
項
は
、
す
べ
て
か
か
る
規
定
の
詳

細
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
、
『
執
睨
録
』
と
本
多
氏

　
『
執
睨
録
』
は
、
天
保
十
一
　
（
一
八
五
〇
）
年
春
、
宇
佐
郡
橋
津
組
大
庄
屋
た
る
本

多
正
辰
に
よ
っ
て
筆
記
匹
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
史
料
の
形
状
は
、
楷
紙
を
用
い
た
横
二
〇
・
五
セ
ン
チ
、
縦
コ
ー
丁
五
セ
ン
チ
の
横

紙
小
帳
で
あ
り
、
表
紙
と
も
に
二
六
〇
葉
に
及
ぶ
記
録
で
あ
る
。

　
こ
の
記
録
が
筆
記
さ
れ
た
趣
旨
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
本
書
の
末
尾
で

こ
と
は
法
に
よ
ら
ざ
れ
ば
立
た
ず
。
か
か
る
故
に
古
昔
よ
り
一
家
・
一
国
・
天
下
を

治
る
に
至
る
ま
で
、
皆
其
法
あ
り
。
今
茲
に
旧
来
事
「
」
成
定
る
所
の
も
の
数
条
を
集

め
録
し
て
、
も
っ
て
臨
機
の
規
法
を
な
す
。
此
篇
は
、
兼
て
予
が
志
し
、
七
と
せ
を

経
て
作
る
所
、
い
さ
さ
か
末
裔
の
為
に
設
け
る
書
な
り
。
此
書
に
載
る
所
の
事
は
、

皆
職
事
を
制
す
る
の
秘
要
な
り
。
故
に
他
人
の
見
を
憚
り
ぬ
と
言
う
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。

　
右
の
記
述
に
よ
る
と
、
正
辰
は
、
天
保
四
年
か
ら
七
年
を
要
し
て
、
こ
れ
を
整
理
筆

記
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
庄
屋
当
主
と
し
て
、
子
孫
の
た
め
に
記
め
る
も
の
で
あ
り
、

職
事
を
制
す
る
秘
要
の
内
容
で
あ
る
た
め
に
、
他
人
の
見
る
こ
と
を
憚
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
他
見
を
禁
じ
て
い
る
。
　
　
　
‘

　
同
書
の
収
載
事
項
は
、
目
録
部
分
の
集
計
に
よ
る
と
、
一
三
五
項
目
に
分
け
ら
れ
、

組
大
庄
屋
・
小
庄
屋
の
村
支
配
に
関
す
る
諸
執
務
・
そ
の
実
務
手
続
き
、
ま
た
は
、
法

令
処
理
の
判
例
な
ど
に
至
る
極
め
て
多
分
野
に
及
ぶ
内
容
で
あ
る
。

　
そ
の
項
目
序
列
は
、

　
一
、
御
領
分
惣
高
役
高
之
事
、
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一
、
当
地
御
領
主
年
代
之
事
、

　
一
、
豊
州
御
領
寺
社
御
寄
附
高
之
事
、

な
ど
に
続
い
て
、
第
十
七
項
に
は
、
「
十
二
箇
月
之
部
」
を
設
け
、
正
月
の
部
か
ら
十

二
月
の
部
に
至
る
内
容
で
は
、
年
中
十
二
ケ
月
間
に
亘
る
主
要
な
行
事
、
月
別
の
政
務

上
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
詳
説
し
、
以
下
の
項
目
で
は
、
郡
・
村
境
界
、
酒
造
、
奉

公
人
規
定
、
庄
屋
宅
普
請
、
忌
引
届
、
口
銭
、
牛
馬
売
買
、
租
税
、
雨
乞
日
乞
行
事
、

宇
佐
官
神
事
、
医
者
成
願
な
ど
政
治
・
経
済
・
宗
教
・
社
会
各
方
面
、
ま
さ
に
大
庄
屋

と
し
て
関
与
す
る
諸
務
万
端
に
亘
る
事
項
に
つ
い
て
記
録
す
る
。

　
　
『
執
睨
録
』
と
は
、
「
執
務
上
了
っ
か
が
い
見
る
べ
き
記
録
」
と
で
も
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
以
下
、
本
書
の
内
容
的
構
成
に
つ
い
て
、
若
干
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
周
知
さ
れ
る
代
表
的
農
政
書
た
る
大
石
久
敬
の
『
地
方
凡
例
録
』
な
ど
が
、
そ
の
収

載
事
項
を
内
容
的
に
極
め
て
整
然
と
分
類
・
配
列
し
て
い
る
に
対
し
て
、
本
書
の
内
容

配
列
は
、
種
々
な
事
項
を
任
意
に
列
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
そ
の
非
を
ま

ぬ
が
れ
得
な
い
。

　
し
か
し
、
先
記
し
た
筆
昔
の
筆
記
趣
旨
の
如
く
、
末
裔
の
た
め
に
作
り
置
く
書
で
あ

る
と
言
う
、
ご
く
自
然
な
意
識
の
も
と
で
の
記
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
判
例
事
項
を
取

捨
選
択
・
整
理
分
類
し
た
形
式
を
と
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
執
睨
録
』
中
、
注
目
す
べ
き
は
、
第
四
卦
一
葉
か
ら
、
第
五
十
八
葉
ま
で

に
亘
る
「
十
二
月
之
部
」
な
る
年
中
行
事
に
係
わ
る
記
録
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
村
役
人
等
が
、
年
中
に
処
理
す
べ
き
諸
務
に
つ
い
て
、
月
別
・
日
別
に
順

序
だ
て
て
記
し
た
も
の
で
、
「
正
月
之
部
」
の
二
日
の
年
頭
御
祝
儀
（
年
礼
）
に
係
わ

る
規
式
に
は
じ
ま
り
、
十
二
月
二
十
八
日
の
歳
末
御
祝
儀
の
規
式
及
び
、
翌
年
正
月
の

年
頭
祝
儀
の
参
・
不
参
者
調
査
に
至
る
ま
で
の
規
式
を
列
記
す
る
。

　
内
容
は
、
村
中
に
お
け
る
民
俗
的
な
年
中
行
事
に
関
す
る
規
制
事
項
や
、
手
続
等
に

つ
い
て
も
散
見
し
て
い
る
が
、
主
と
し
て
村
政
の
執
務
に
係
わ
る
も
の
が
大
半
を
占
め

　
例
え
ば
、
「
六
月
之
部
」
と
「
十
二
月
之
部
」
に
は
、

　
一
、
当
月
は
、
伺
願
定
月
二
候
間
、
願
筋
有
之
候
ハ
ハ
、
取
調
書
付
差
出
候
事
、

と
見
え
、
「
十
二
月
之
部
」
に
は
、

　
一
、
他
領
縁
組
願
定
月
（
ド
略
）

な
ど
と
見
え
る
。

　
正
月
の
部
で
は
ノ
ュ
ヶ
日
間
の
年
礼
に
関
す
る
規
式
、
五
日
か
ら
は
宗
門
改
め
に
関

す
る
諸
準
備
、
十
五
日
宗
門
改
め
、
廿
六
日
但
例
の
寺
判
改
め
、
な
ど
と
、
極
め
て
詳

細
な
規
定
を
記
め
、
二
月
に
入
る
と
、
池
川
の
定
普
請
手
続
、
三
月
で
は
、
三
日
の
上

巳
の
節
句
祝
儀
・
麦
作
の
豊
凶
調
査
、
四
月
は
、
江
戸
夫
代
銀
上
納
、
五
月
に
は
、
端

午
の
節
句
祝
儀
・
田
方
初
植
調
査
・
麦
作
巡
見
、
六
月
、
田
方
皆
作
調
査
・
麦
納
期
限

の
設
定
な
ど
が
見
え
、
梅
雨
期
、
に
入
る
た
め
、
日
乞
・
雨
乞
行
事
に
関
す
る
規
定
が
記

さ
れ
る
。

　
七
月
七
日
、
七
夕
祝
儀
・
高
田
若
宮
で
の
虫
除
・
五
穀
成
就
願
解
算
所
踊
、
八
月
一

日
は
ハ
朔
祝
儀
・
秋
検
見
誓
紙
提
出
、
九
月
に
入
る
と
、
重
陽
節
句
祝
儀
・
検
見
出
郷
、

十
月
は
反
彿
帳
差
出
、
十
一
月
に
は
村
々
小
物
成
・
山
礼
・
塩
浜
・
水
車
等
の
諸
運
上

目
録
帳
差
出
、
な
ど
と
、
多
般
に
亘
る
今
煩
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
記
録
の
必
要
性
は
、
年
間
を
通
し
て
、
藩
当
局
と
農
民
と
の
間
に
介
在
す

る
、
組
大
庄
屋
・
村
小
庄
屋
が
諸
政
務
を
ス
ム
ー
ズ
に
執
行
し
て
行
く
上
に
日
常
忘
却

す
べ
か
ら
ざ
る
心
掛
け
と
し
て
メ
モ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
、
「
年
中
行
事
゛

に
係
わ
る
記
録
は
、
他
地
域
に
も
散
見
す
る
。

　
例
え
ば
、
金
沢
藩
に
お
け
る
『
金
沢
藩
年
中
行
事
作
や
、
対
馬
藩
に
お
け
る
『
郷
村

年
中
行
事
づ
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
先
記
し
た
小
串
後
段
の
『
監
郡
札
置
』
中
の
『
十

二
箇
月
之
部
』
と
て
例
外
で
は
な
い
。
（
後
述
）

　
以
上
は
、
「
十
二
月
之
部
」
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
以
下
、
他
の
分
野
に
係
わ

る
二
・
三
の
例
に
つ
い
て
見
よ
う
。
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組
・
村
支
配
に
係
わ
る
村
役
人
の
更
送
は
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

　
こ
う
し
た
関
係
か
ら
、
「
執
睨
録
」
中
の
一
項
に
、

　
　
庄
屋
退
役
跡
役
順
之
事

　
　
　
邦
病
死
路
役
順
事

が
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
木
崎
村
庄
屋
の
退
役
に
併
な
う
跡
庄
屋
の
任
命
順
に
関
す
る
実
例
を
揚

げ
て
い
る
。

　
木
崎
村
庄
屋
退
役
跡
役
奉
願
候
御
事
、

一
、
私
儀
近
年
病
身
二
罷
成
御
役
儀
難
相
勤
御
座
候
間
、
御
役
御
免
被
為
仰
付
被
下
置

　
候
様
奉
願
候

　
此
段
宜
御
中
上
可
被
下
候
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
辰
六
月
　
　
　
　
　
水
之
江
久
三
郎

右
久
三
郎
奉
願
候
通
、
相
違
無
御
座
候
間
、
退
役
被
為
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
候
、

尤
、
跡
役
之
儀
は
、
悴
延
平
、
当
辰
廿
四
歳
二
罷
成
、
兼
て
実
編
成
人
柄
二
御
座
候

間
、
庄
屋
御
役
儀
被
仰
付
下
置
候
様
村
方
一
同
奉
願
候
、
村
方
何
之
差
障
も
無
御
座

候
間
、
願
之
通
相
叶
候
様
此
段
宜
被
仰
上
可
被
下
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭
　
　
蔵
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
四
郎
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
大
庄
屋
宛

右
之
通
願
出
候
二
付
、
吟
味
仕
候
處
書
面
之
通
相
違
無
御
座
候
間
、
願
之
通
相
叶
候

様
此
段
宜
披
仰
上
可
下
候
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
庄
屋

　
右
の
事
例
に
続
け
て
、
辻
村
庄
屋
退
役
更
送
、
和
木
村
庄
屋
兼
帯
取
上
、
組
頭
更
送
、

山
留
役
更
送
の
事
例
な
ど
を
列
記
し
、
更
に
は
庄
屋
手
代
跡
役
顧
い
の
手
続
等
に
い
た

る
ま
で
、
項
を
立
て
て
判
例
を
示
し
て
い
る
。

　
庄
屋
、
組
頭
の
更
送
は
、
具
体
的
な
事
例
を
用
い
、
ま
た
山
留
役
交
替
は
、
い
わ
ゆ

る
「
ヒ
ナ
形
」
（
複
式
）
に
よ
っ
て
書
類
の
書
式
を
揚
げ
て
い
る
。

　
今
一
例
、
本
書
の
特
徴
と
な
る
記
述
例
を
上
げ
て
見
よ
う
。

　
第
二
一
五
葉
目
に
記
録
さ
れ
る
「
神
領
宇
佐
よ
り
御
田
植
早
之
頼
来
候
事
、
抒
届
向

　
之
事
、
　
　
」

に
よ
る
と
、

　
一
、
旧
例
二
て
毎
年
六
月
中
旬
に
神
領
宇
佐
当
職
大
宮
司
宣
使
よ
り
頼
来
候
文
面
左
之

　
　
通
、
此
方
よ
り
返
事
は
不
遺
例
之

と
見
え
、
「
文
化
何
年
六
月
幾
日
」
と
し
て
の
ヒ
ナ
形
を
示
す
が
、
こ
の
実
例
は
具
体

的
に
、
文
化
十
三
年
・
文
化
十
五
年
の
各
六
月
の
記
事
（
大
庄
屋
日
記
）
な
ど
に
当
大

庄
屋
実
務
処
理
の
具
体
的
例
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
執
睨
録
」
の
内
容
は
、
管
見
の
限
り
、
大
庄
屋
日
記
の
記
裁
の
内
容
と
合
致
す
る

例
が
多
く
、
こ
の
点
は
、
「
執
睨
録
」
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
く
、
判
例
に
基
づ
く
執
務

処
理
に
忠
実
で
あ
る
べ
く
志
向
し
た
正
辰
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
四
、
「
監
郡
右
置
」
と
「
執
騰
録
」

　
「
監
郡
右
置
」
の
名
称
の
由
来
は
、
近
世
封
建
領
主
下
の
農
村
政
に
直
接
的
に
関
与

す
る
、
郡
奉
行
人
、
村
庄
屋
ら
役
人
の
「
座
右
に
置
く
べ
き
書
」
、
ま
た
「
執
睨
録
」

も
同
様
に
「
執
務
上
、
う
か
が
い
見
る
べ
き
実
例
記
録
」
と
で
も
解
す
べ
き
心
得
書
き

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
う
し
た
類
の
記
録
史
料
は
、
す
で
に
全
国
各
地
で
収
集
・
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
ひ

と
り
、
こ
の
両
書
の
み
が
注
目
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

近
在
の
例
を
見
れ
ば
、
豊
後
岡
藩
に
お
け
る
「
御
覧
帳
細
注
い

「
ゃ
、
「
地
方
温
古
お
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『
豊
岡
秘
聞
り
・
『
水
鏡
い
、
な
ど
が
管
見
し
、
こ
の
「
御
覧
帳
細
注
」
程
に
整
理
さ
れ

て
い
な
い
部
類
の
メ
モ
的
な
部
類
ま
で
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
各
藩
・
各
村
庄
屋
な
ど

の
手
で
な
っ
た
こ
の
種
の
記
録
は
、
枚
挙
す
る
に
い
と
婁
な
い
数
量
に
上
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
、
『
監
郡
右
置
』
と
「
執
睨
録
」
と
は
、
と
も
に
役
人
の
座
右
に
置
く
べ
き
実

秘
手
引
爵
と
し
て
、
基
本
的
に
は
同
等
の
性
格
を
持
ち
乍
ら
、
反
面
に
は
、
両
者
両
様

の
特
質
を
も
っ
て
い
る
。

　
こ
の
相
異
は
、
特
に
、
両
書
の
前
半
部
に
収
載
さ
れ
る
「
年
中
行
事
之
部
」
に
集
中

す
る
。

　
当
然
な
が
ら
、
「
年
中
行
事
」
に
は
、
地
域
差
・
時
代
差
が
伴
な
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
行
事
の
地
域
差
・
時
代
差
、
及
び
筆
記
者
の
立
場
に
よ
り
、
記
録
上
に
差
異
が
見

ら
れ
る
訳
で
あ
る
。

　
　
『
監
郡
右
置
』
で
は
、
「
十
二
月
之
部
」
の
末
尾
に
、

　
右
は
先
年
よ
り
行
司
相
記
有
之
候
得
共
、
近
年
二
至
り
、
持
合
相
替
り
候
儀
も
有
之
、

　
捕
方
不
委
儀
も
有
之
二
付
ｊ
ｌ
略
－

と
見
え
、
文
政
九
年
時
点
で
、
役
人
替
務
の
節
に
書
き
記
め
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
内
容
的
に
見
る
と
、
各
月
の
、
特
に
祭
礼
的
行
事
の
年
月
的
変
質
や
、
幕
府
・
藩
に

よ
る
経
済
的
・
風
俗
的
見
地
か
ら
の
祭
礼
儀
式
の
簡
素
化
合
に
よ
る
変
化
に
基
づ
い
て
、

各
所
に
、
「
近
年
ま
で
は
」
と
か
「
先
年
ま
で
は
」
と
か
の
記
述
が
散
見
し
、
こ
う
し

た
、
自
然
的
・
人
為
的
変
化
に
よ
っ
て
、
「
不
委
儀
も
有
之
」
理
由
か
ら
、
諸
行
事
の

実
務
処
理
上
、
文
政
九
年
の
現
在
的
時
点
で
公
式
を
設
定
し
、
実
務
に
備
え
よ
う
と
す

る
意
識
が
強
く
察
せ
ら
れ
る
。

　
本
書
の
筆
写
年
代
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、
本
書
全
体
に
、
文
政
十
年
の
紀
年
が
多

く
見
え
、
こ
れ
が
年
代
的
下
限
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
成
稿
は
文
政
十
年
以
降
の

文
致
末
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
一
方
「
執
睨
録
」
は
、
前
述
の
如
く
、
筆
者
の
本
多
正
辰
が
、
天
保
四
年
に
記
筆
し
、

天
保
十
一
年
に
稿
了
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
十
二
ケ
月
之
部
」
で
は
全
覧
す
る
限
り
、

筆
記
年
代
時
の
年
中
行
事
を
、
前
時
代
と
の
対
比
意
識
を
全
く
持
つ
こ
と
な
く
、
忠
実

に
記
述
し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
二
書
の
「
年
中
行
事
之
部
」
に
限
っ
て
は
、
前
者
は
、
行
事
の
時
代
的
変

化
を
確
認
し
、
現
時
点
と
し
て
の
公
式
の
設
定
に
主
眼
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
現
況
を

忠
実
に
末
裔
に
伝
え
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
感
が
あ
る
。

　
民
俗
的
な
年
中
行
事
（
祭
礼
等
）
を
含
む
こ
う
し
た
行
事
内
容
が
、
時
代
の
要
請
や
、

本
来
的
４
性
格
に
よ
っ
て
、
次
第
に
変
化
し
て
行
く
事
は
容
易
に
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
従
っ
て
、
筆
記
者
の
立
場
や
、
筆
記
動
機
に
よ
っ
て
、
両
者
の
「
年
中
行
事

之
部
」
の
筆
記
上
の
扱
い
に
、
若
干
の
差
異
の
生
じ
て
い
る
事
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
両
書
に
お
け
る
、
年
中
行
事
以
外
の
内
容
で
の
筆
記
上
の
態
度
は
如
何
で
あ

ろ
う
か
。

　
一
体
、
発
布
さ
れ
る
法
令
が
、
時
代
の
進
行
と
と
も
に
、
全
く
新
ら
し
い
性
格
の
も

の
が
追
加
発
令
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
法
制
史
的
に
説
か
れ
る
近
世
期
の
法
制
の
一
大
特
質
は
、
「
法
令
の
反
復

主
義
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
新
規
の
追
加
法
令
の
発
布
は
勿
論
皆
無
で
は
な

い
乍
ら
も
、
基
本
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
祖
法
を
守
る
」
傾
向
が
、
著
し
く
強
い
。

　
　
「
執
睨
録
」
は
、
「
年
中
行
事
之
部
」
と
、
先
に
記
し
た
若
干
の
項
目
を
除
け
ば
、

一
三
五
項
目
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
執
政
上
の
判
例
的
手
引
書
の
傾
向
を
つ
よ
く
持
っ

て
お
り
、
既
定
の
法
の
絶
対
性
に
依
拠
し
た
感
が
強
い
。

　
本
書
の
筆
者
は
、
「
事
は
法
に
依
ら
ざ
れ
ば
立
た
ず
、
故
に
古
昔
よ
り
一
家
・
一
国
・

天
下
を
治
る
に
至
る
ま
で
、
皆
其
法
あ
り
。
－
中
略
－
　
数
条
を
集
め
録
し
て
以
て
、

臨
機
の
規
法
と
な
す
」
と
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
現
行
の
法
に
判
例
を
求
め

て
、
政
務
を
処
理
す
る
事
以
外
の
意
識
を
探
し
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
換
言
す
れ
ば
、
幕
・
藩
側
の
代
弁
機
関
と
し
て
の
大
庄
屋
の
姿
勢
の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
く
、
今
後
（
末
孫
）
の
政
務
処
理
の
た
め
に
、
既
往
の
執
務
旧
例
を
忠
実
に
記
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録
し
て
お
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
監
郡
右
置
」
及
び
「
執
睨
録
」
の
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
豊
後
国
杵
築
藩
及
び
、
肥

前
島
原
藩
城
の
村
支
配
者
に
属
す
る
立
場
に
あ
る
。
　
⑩

　
当
藩
の
藩
法
は
そ
れ
ぞ
れ
完
全
で
は
な
い
乍
ら
も
遺
存
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
そ
の
全
容

を
察
し
得
る
が
、
こ
う
し
た
藩
法
の
末
端
に
お
け
る
施
行
の
詳
細
、
例
え
ば
仕
置
仕
方

　
（
裁
判
）
の
執
行
詳
細
を
知
る
事
は
史
料
的
制
約
か
ら
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

　
　
「
監
郡
右
置
」
に
お
け
る
「
不
時
取
計
心
得
」
の
中
に
お
け
る
「
吟
味
仕
方
」
「
刑

罪
」
等
の
部
は
、
こ
う
し
た
不
鮮
明
な
分
野
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
し
い
細
則
実
例
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
高
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
監
郡
右
置
」
や
「
執
睨
録
」
が
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
他
見
を
禁
ず
」
と
か
、
又

　
「
職
事
を
制
す
る
の
秘
要
た
る
に
よ
っ
て
、
他
見
を
憚
る
」
と
言
う
類
の
記
述
を
伴
な

う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
近
世
法
に
お
け
る
支
配
者
の
法
意
識
を
貫
く
志
向
性
に
一
致
し

て
お
り
、
ま
さ
に
、
こ
の
点
は
、
封
建
支
配
者
ペ
ー
ス
の
意
識
で
し
か
な
い
。

　
近
世
期
の
各
種
の
農
政
書
の
う
ち
に
は
、
「
座
右
手
鑑
「
、
「
庄
屋
心
得
〃

　
近
世
期
の
各
種
の
農
政
書
の
う
ち
に
は
、
「
座
右
手
鑑
「
、
「
庄
屋
心
得
条
凡
？

　
「
地
方
弁
要
「
、
「
地
方
袖
中
録
「
、
「
座
右
秘
鑑
「
な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
類
の

記
録
が
「
○
○
秘
鑑
」
の
名
称
の
如
く
支
配
階
層
の
胸
中
に
す
べ
き
心
得
書
き
で
あ
り
、

他
見
を
禁
す
べ
き
性
質
の
、
座
右
の
書
で
あ
っ
た
こ
と
と
質
を
と
も
に
す
る
の
が
、
こ
の

　
「
監
郡
右
置
」
で
あ
り
、
ま
た
「
執
睨
録
」
で
あ
っ
た
。

　
勿
論
、
「
執
睨
録
」
に
収
載
さ
れ
る
百
余
の
項
目
の
中
に
は
、
一
般
農
民
に
、
そ
の

本
質
を
よ
り
公
表
し
、
よ
り
徹
底
し
、
よ
り
周
知
す
べ
き
内
容
を
も
つ
項
目
も
皆
無
で

は
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
主
と
し
て
庄
屋
執
務
を
施
行
す
る
上
で
の
実
務
心
得
で
あ

る
た
め
に
、
一
般
農
民
の
「
不
必
要
知
」
の
性
質
の
記
事
が
自
ら
集
中
す
る
。

　
さ
て
、
以
上
冗
長
な
記
述
に
よ
っ
て
、
第
一
項
に
述
べ
た
「
識
者
の
豊
国
観
」
と
の

関
連
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
、
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
、
本
小
稿
の
意
図
し
た
点
に
つ
い
て
、
若
干
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
近
世
期
の
農
村
問
題
を
論
ず
る
時
、
必
ず
や
、
対
農
民
の
封
建
的
諸
規
則
の
問
題
が

と
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
、
農
民
に
対
す
る
転
業
制
限
・
移
動
の
規
制
の
厳
し

さ
な
ど
が
指
適
さ
れ
よ
う
。

　
当
期
農
村
支
配
者
の
常
時
、
整
理
す
べ
き
帳
簿
類
の
中
に
「
帳
外
帳
」
「
入
帳
帳
」

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
差
引
目
録
」
が
あ
り
、
こ
の
帳
簿
は
、
農
民
の
特
定
居
村
か
ら
の

出
入
確
認
を
す
る
た
め
の
重
要
帳
簿
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
帳
外
・
入
帳
関
係
の
記
録
史
料
は
、
農
民
の
移
動
動
機
を
知
る
上
に
極
め
て
重

要
な
史
料
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
ｏ
弓
姻
関
等
を
察
知
す
る
上
に
好
個
な
史
料
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
史
料
に
基
づ
い
て
概
観
す
る
時
、
彼
ら
の
婚
姻
関
は
、
地
域
性
や
、
そ
の

他
の
種
々
な
政
治
・
経
済
・
社
会
的
要
因
に
よ
っ
て
様
々
な
関
城
が
存
在
す
る
が
、
比

較
的
狭
城
閣
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
農
民
間
に
於
け
る
狭
域
的
な
婚
姻
関
に
対
し
て
、
組
大
庄
屋
・
村
庄
屋
の
婚

姻
関
は
予
想
外
に
広
域
的
で
あ
る
に
加
え
て
重
複
的
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
ら
し
い
。

　
先
に
掲
げ
た
竹
田
津
氏
一
族
の
系
譜
を
見
る
に
、
こ
の
一
族
の
分
布
は
、
国
東
半
島

一
円
に
展
開
し
て
お
り
、
更
に
は
、
小
串
俊
政
の
兄
「
厚
」
の
関
係
は
、
豊
前
宇
佐
郡

一
円
に
及
び
、
小
串
氏
と
財
前
氏
と
の
関
係
が
田
染
氏
＝
河
野
氏
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま

た
宇
佐
郡
一
帯
に
重
複
展
開
し
、
い
わ
ば
、
国
東
郡
・
宇
佐
郡
一
円
の
村
庄
屋
・
組
大

庄
屋
は
、
竹
田
津
氏
一
家
系
譜
の
内
に
組
み
込
ま
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

Ｉ

　
ほ
ぼ
、
同
階
層
に
属
す
る
彼
等
村
支
配
者
間
の
こ
う
し
た
家
系
的
交
渉
が
、
彼
ら
の

文
化
的
・
’
知
識
的
レ
ベ
ル
を
、
比
較
的
均
一
化
し
て
行
く
一
大
要
因
に
な
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。

　
孤
立
的
な
近
世
期
農
村
と
、
そ
の
村
落
内
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
農
民
が
、
村
落
内
に

於
い
て
こ
そ
連
帯
的
で
あ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
政
治
的
志
向
性
の
強
い
時
代
に
、
「

　
「
監
郡
右
置
」
や
「
執
睨
録
」
の
筆
者
の
み
が
、
単
な
る
村
落
支
配
者
と
し
て
の
単
発

的
・
独
断
的
思
向
と
し
て
、
こ
う
し
た
実
務
録
を
備
え
る
こ
と
を
為
し
得
た
と
は
考
え

難
く
、
勿
論
、
そ
の
背
景
に
は
、
庄
屋
階
層
が
、
権
力
側
の
代
弁
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
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か
ら
生
ず
る
広
域
画
一
性
を
有
し
た
点
も
否
定
し
難
い
に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
更
に

比
重
の
大
き
な
要
因
と
し
て
、
「
家
系
的
感
化
」
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点

は
、
私
の
追
い
続
け
る
「
近
世
地
方
支
配
者
の
系
譜
」
問
題
と
、
密
接
な
関
係
を
持
つ

も
の
と
考
え
る
。

　
　
「
近
世
地
方
支
配
者
の
系
譜
」
な
る
課
題
は
、
中
世
－
近
世
と
展
開
す
る
村
落
変
遷

史
に
秤
支
配
者
の
縦
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め

に
は
、
同
時
的
に
、
村
支
配
者
の
家
系
的
な
横
の
展
開
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
近
世
初
期
の
辺
地
村
落
支
配
者
階
層
が
、
い
わ
ば
下
層
武
士
で
あ
り
上
層
農
民
で
あ

る
と
言
う
観
点
に
立
つ
私
は
、
古
松
軒
や
、
益
軒
の
垣
間
見
た
二
豊
農
村
と
城
下
と
の

比
較
観
の
中
に
も
仮
定
の
可
能
性
を
予
測
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
意
味
か
ら
小

串
氏
と
本
多
氏
の
二
書
に
つ
い
て
、
以
上
、
若
干
の
比
較
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

①
森
平
太
郎
編
輯
本
収
「
豊
国
紀
行
」
に
よ
る
。

②
右
同
「
西
遊
雑
記
」
に
よ
る
。

③
九
州
史
料
刊
行
会
編
「
九
州
史
料
叢
書
」
収
『
崎
陽
群
談
』
巻
十
に
よ
る
。

④
大
分
県
史
料
刊
行
会
編
「
大
分
県
史
料
・
第
十
巻
」
収
「
小
串
氏
系
図
」

⑤
別
府
大
学
文
学
部
史
学
科
所
蔵
の
森
永
写
本
、
序
文
に
よ
れ
ば
重
或
は
、
こ
の
自
著

　
を
人
を
介
し
て
平
田
篤
胤
に
紹
介
、
書
評
を
乞
う
て
い
る
。

⑥
三
一
書
房
刊
、
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
・
第
手
巻
』
収
「
高
千
穂
採
薬
紀
行

⑦
⑥
⑨
別
府
大
学
文
学
部
史
学
科
所
蔵

⑩
一
冊
本
で
出
・
申
と
の
み
あ
り
、
或
は
ｍ
部
分
を
欠
損
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る

　
が
、
末
尾
に
筆
者
の
所
感
を
述
べ
る
詠
歌
を
見
る
の
で
、
恐
ら
く
は
出
・
申
の
み

　
で
終
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
別
府
大
学
文
学
部
史
学
科
保
管
、
橋
津
守
英
氏
史
料

⑩
⑩
小
野
武
夫
編
「
近
世
地
方
経
済
史
料
」
収

⑩
前
生
「
近
世
地
方
経
済
史
料
」
や
、
滝
本
誠
一
編
『
日
本
経
済
叢
書
』
中
に
は
。

　
い
わ
ゆ
る
農
政
書
・
農
書
の
類
が
多
数
収
め
ら
れ
る
。
内
容
的
に
は
、
種
々
な
意

　
趣
の
も
の
で
あ
る
が
、
広
い
範
囲
か
ら
見
る
時
、
両
書
も
同
性
格
で
あ
る
。

⑩
大
分
県
竹
田
市
、
市
立
竹
田
図
書
館
所
蔵

⑩
大
分
県
竹
田
市
観
音
寺
所
蔵

⑩
直
入
郡
久
住
町
、
後
藤
是
美
氏
所
蔵

⑩
豊
後
高
田
市
田
染
中
村
役
頭
河
野
氏
所
蔵

⑩
大
分
県
史
料
刊
行
会
編
「
大
分
県
史
料
、
第
十
七
巻
、
各
藩
史
料
」
収

⑩
～
⑩
小
野
武
夫
編
、
「
近
世
地
方
経
済
史
料
」
収

⑩
拙
稿
、
別
府
大
学
文
学
部
史
学
研
究
会
『
史
学
論
叢
・
第
七
号
』
9
0
ｐ
参
照

補
註
　
各
地
の
旧
庄
屋
の
文
書
史
料
の
探
索
に
当
っ
て
、
所
蔵
さ
れ
る
書
籍
の
中
に
。

　
　
　
　
『
地
方
落
穂
集
』
や
『
農
業
固
本
録
』
「
農
業
全
書
」
の
類
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
写
本
類
の
奥
書
に
は
「
○
○
よ
り
借
用
写
之
」
の
記
が
あ
り
、
こ
う

　
　
　
し
た
史
料
所
蔵
階
層
の
交
流
を
見
る
上
に
興
味
あ
る
存
在
と
な
る
。
ま
た
村

　
　
　
役
人
の
出
張
旅
行
や
、
識
者
の
旅
行
に
際
し
、
そ
の
宿
泊
先
が
往
々
に
し
て

　
　
　
村
役
人
宅
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
こ
の
点
に
も
注
目
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
役
人
階
層
の
血
縁
的
関
係
・
文
化
的
交
流
を
知
る
に
未
開
の
分
野
で
は
あ
る

　
　
　
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
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